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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　真空チャンバに真空容器を連設し、または真空チャンバに設けた排気経路に真空容器を
連設し、この真空容器内には電極により生じる気体放電で気体分子又は気体原子を励起し
て気体圧力に依存した強度の光を発する冷陰極型の電離真空計である発光源を収納し、こ
の発光源からの光を集光して波長成分に分光する分光手段と、この分光手段により分光さ
れた光の複数の波長強度を別個に検出し電気信号に変換する光センサである光検出手段と
、気体成分に特有な光の波長の強度と気体分圧との関係を表す感度を記憶したデータベー
スと、前記電気信号から前記データベースに記憶したデータに基づき気体分圧を計算する
データ処理手段と、前記真空容器内の気体全圧を計測する低真空計と、を備え、前記分光
手段は、前記発光源から発せられた光の一部をマスクするスリットと、このスリットを通
過した光をコリメートする集光レンズと、この集光レンズを透過した光をスペクトル状に
分光するグレーティングを有し、前記光検出手段は、ＣＣＤ素子又はＣＭＯＳ素子がピク
セル状に２次元配列された受光部を備え、この受光部には、前記グレーティングで分光さ
れた光の像と、この光の像の周辺のマスク部分の像とが投影され、前記光検出手段は、前
記光の像と前記マスク部分の像とを同時に計測し、一方、前記気体分圧を計算するデータ
処理の一部として、前記低真空計から計測された気体全圧又は前記電離真空計から計測さ
れた気体全圧を使用すると共に、前記感度を所定時間ごとに前記気体全圧に基づいて更新
するようにしたことを特徴とする真空排気監視装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、真空装置の真空排気時や真空中で行う様々なプロセス時に、その真空環境の
健全性を監視し診断する真空排気監視装置に関し、特に、電子デバイス製造工程における
真空排気監視装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体、フラットパネルディスプレイ、ストレージデバイス、太陽電池、ＭＥＭＳなど
の電子デバイスの製造工程において、デバイスの素子を形成する成膜プロセスは、高真空
中において行われる。これは、素子を形成する金属等の薄膜を、不純物となる残留ガスが
十分低いレベルにコントロールされた真空環境で作成しなければならないためである。
【０００３】
　これらのデバイスの製造を行う真空装置には、主に真空度を監視するための全圧真空計
が使用されている。この種の全圧真空計として、例えばピラニ真空計、サーモカップル真
空計、キャパシタンスダイヤフラム真空計などの低真空用真空計や、熱陰極電離真空計、
冷陰極電離真空計などの高真空用真空計などが知られている。
【０００４】
　これらの全圧真空計を用いて真空の度合い（全圧）が計測・監視され、デバイスの製造
条件の管理が行われている。すなわち、プロセスの行われる真空チャンバに残留するガス
のレベルが十分に小さくなるまで真空排気を行ってからプロセスを開始することが求めら
れるため、上記のような全圧真空計によって圧力を計測し、ある一定値（プロセス開始圧
力）以下に達するまで排気を行った後にデバイスの成膜を開始するという条件管理が行わ
れる。プロセス開始圧力まで排気した後に、特定の気体を導入して圧力をコントロールし
ながら行うプロセスもあるが、この場合でも真空計で圧力を計測・監視し、適正な圧力コ
ントロールが行われる。
【０００５】
　半導体製造工程などにおける成膜プロセスにおいて、プロセス開始前の装置の圧力が規
定圧力以下に達しない状態で成膜を開始した場合、あるいは特定の気体を導入して行うプ
ロセスにおいて条件として設定されたプロセス圧力と異なる値で圧力がコントロールされ
た場合などは、薄膜の品質・性能が損なわれデバイスの品質に重大な影響を与えるおそれ
がある。このため、真空装置の真空排気監視によるプロセスの条件管理は、製品の品質管
理にとって極めて重要である。
【０００６】
　特に、近年の電子デバイスの高集積化、高性能化に伴って、製造装置の真空環境の把握
を全圧測定のみに頼るだけでは、製品を品質管理する上で不十分となってきている。すな
わち、上記のように全圧真空計を使用すれば、全圧の異常の有無に基づいて成膜プロセス
などの真空環境の健全性をある程度判定することはできるものの、不純物の成分やリーク
の有無など、異常原因の特定までには至らない。
【０００７】
　成膜プロセスの環境条件及び真空装置の健全性を、所定レベルの高水準に管理するため
には、真空排気監視において、上記の全圧測定に加え、規定圧力における残留ガス成分や
規定圧力に到達する排気時間、その排気の途中経過（圧力及び気体成分の推移）に関する
情報と、これらの情報をリアルタイムで総合的に監視することが必要である。
【０００８】
　真空装置から排気される気体の構成成分を分析する手段としては、従来より分圧計によ
る残留ガスの計測が提案されており、この種の分圧計の方式としては、大別して２つの方
式が挙げられる。
【０００９】
　一つの方式は（四重極）質量分析型であり、この種の先行技術として例えば特許文献１
が公知である。同文献では、膜形成中の真空の質をモニタする真空モニタ装置が開示され
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、この真空モニタ装置の分析室内には四重極質量分析計が備えられており、圧力変換オリ
フィスを介して分析可能な圧力に調圧されたガスを分析室内に導入し、残留ガスの分圧を
四重極質量分析計で分析するものである。
【００１０】
　他の方式は放電により残留ガスを励起させてプラズマ発光を分析するプラズマ発光分析
型であり、この種の先行技術として例えば以下の特許文献２乃至特許文献５などが知られ
ている。
【００１１】
　特許文献２では、スパッタリング、プラズマ、ＣＶＤ、プラズマエッチングなどの放電
を用いるプロセスにおいて、プロセスプラズマが発する光を発光分光分析装置で分析し、
その解析データに基づいて材料ガスの圧力などを調整するようにした半導体製造装置が開
示されている。
【００１２】
　特許文献３では、プロセスプラズマとは別に、反応室からの排気ガスの少なくとも一部
をプラズマ化するプラズマ化手段と、そのプラズマ光を分析する分析手段を備え、プラズ
マを使用しない気相エッチングにおいても信頼性に優れた終点検出ができるようにした気
相エッチング装置が開示されている。
【００１３】
　特許文献４では、残留ガスをイオン化する励起機構（カソード及びアノード機構など）
と、イオン電流計測に基づいて残留ガスの全圧に応動する機構、放出光のスペクトル強度
計測に基づいて残留ガス成分の分圧に応動する機構などを備えた、真空装置の漏洩表示装
置が開示されている。
【００１４】
　特許文献５に記載の排気ラインに設けられた監視システムでは、排気ガスの一部を誘導
結合励起し、排気ガスに含まれる少なくとも２種以上の物質（水、酸素など）の特定の発
光波長を光センサで同時に検出できるように構成している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１５】
【特許文献１】特開昭６１－１３０４８５号公報
【特許文献２】特開平１－２８６３０７号公報
【特許文献３】特開平８－２１８１８６号公報
【特許文献４】特開昭５２－１３１７８０号公報
【特許文献５】米国特許第４８５７１３６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　しかしながら、上記先行技術はそれぞれ以下のような問題点を有しており、何れも近年
要求される所定の水準を満たす高精度な真空排気監視手段としては不十分であると共に、
分析結果から真空装置やプロセスの健全性を診断することは専らユーザの能力に頼ってい
たため、生産プロセスの真空排気監視に用いるのに適したものではなかった。
【００１７】
　特許文献１に示される四重極型質量分析計は、残留ガスの成分分析が可能であるものの
、熱陰極を用いたイオン源からのイオンを四重極で質量分析する方式であることから、低
真空での使用が困難であり、最大でも１Ｐａ程度の圧力が測定上限である。また、真空チ
ャンバの真空排気監視という用途に対して複雑で高価な構造であると共に、汚れに弱く清
浄な真空での使用に限られ、しかも感度が数倍～数１０倍程度変動するので定量性にも問
題を有している。本来、四重極型質量分析計は、主に高真空での研究において定性分析を
行う目的で使用されてきており、工業的な雰囲気で大気圧からの排気を頻繁に繰り返すよ
うな生産装置の真空排気監視手段としては不適切であった。
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【００１８】
　特許文献２に記載のプラズマ分光分析では、プロセスプラズマを発光源としているので
、プロセスを開始するまでの排気過程では分圧測定が不可能である。また、プロセスプラ
ズマの発光は圧力以外の要因でも変化すると共に、例えばプロセスガス成分からの発光、
プラズマによりターゲットや基板からスパッタ或は脱離する物質の発光など、残留ガス以
外の成分からの発光も多く含まれており、これらの発光は残留ガスの分圧計測のノイズと
なるので、プロセスプラズマの監視では精密な真空排気監視が実現できない。
【００１９】
　特許文献３は気相エッチングに関する発明であり、ガス成分分析を伴う真空排気監視に
関しては、エッチングの終点検出が開示されているが、このエッチングの終点検出は、排
気の残留ガス成分の分圧のみを計測するものであり、全圧及び複数ガス種の分圧をリアル
タイムで同時計測するものでないので、所定水準の精密な分圧計測は不可能であり、よっ
て残留ガスの精密な成分分析や監視は実現できない。また、あくまで特定物質の濃度変化
を捉えてエッチングの終点検出をするものであって、排気の途中経過に関する情報を真空
排気監視に有効活用するものではない。さらにプラズマ発光源として開示されているのは
、ＲＦ放電、マイクロ波放電のみである。
【００２０】
　特許文献４では残留ガスの全圧及び分圧を同時に計測する手段が開示されているものの
、分圧測定のためプラズマ発光を分光してその光を検出する手段として開示されているの
は、フィルターでプラズマ発光から単一波長を抽出しフォトマルで検出する手段のみであ
る。このため、基本的には１波長ずつの離散的な波長計測に制限され、連続範囲内からの
複数波長の発光をリアルタイム計測することができず、このため所定水準の精密な分圧計
測は不可能である。残留ガスの精密な成分分析（ひいては真空の健全性の精密な把握）を
実現するためには、リアルタイム計測された複数波長のデータに基づく精密な分圧演算が
不可避であるから、同文献に開示の発明は真空排気監視手段として全く不十分といえる。
【００２１】
　また同文献では、複数種のガスを順次検出する手段として波長ごとの複数のフィルタと
各フィルタに対し別々のフォトマルを配置することが記載されているが、このような手段
は複雑で高価であり、極めて非実用的である。
　さらに、放電電流は低真空領域では圧力に依存して変動しなくなるため、低真空領域に
おける全圧計測をすることができないので、監視可能な圧力領域が制限され、初期排気段
階（荒引き段階）における真空排気監視が不可能である。
【００２２】
　特許文献５も、残留ガス成分の分圧のみを計測するものである。また、プラズマ発光源
としては高価で複雑な高周波電源による発光源のみが示されており、プラズマ発光の検知
手段としては、フォトダイオードによる特定の波長のみを検知できる光検知手段のみ開示
されている。さらに、この種の構成は反応が緩慢となり終点検出などが困難となる場合が
あることも知られている。このため、同文献を参照しても、安定した高精度な真空排気監
視の実現は困難である。
【００２３】
　何れにしても従来の真空排気を監視する手段は、圧力がプロセス開始前に規定圧力以下
に到達しているか否かの確認で行っているのみであり、規定圧力における残留ガス成分や
規定圧力に達する排気時間、または圧力及び気体成分の推移における途中経過については
、全く計測されないか、または装置の履歴として記録されることはあってもプロセス条件
の管理には用いられることがなかった。
【００２４】
　上記に示した残留ガス成分や排気時間及び途中経過などは、成膜プロセスの環境条件や
装置の健全性にとって重要な情報であり、これらを総合的に監視する装置が強く望まれて
いた。
【００２５】
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　そこで、本発明は上記問題点を解決するばかりでなく、上記の市場の希望に対応するた
めに鋭意研究の結果開発に至ったものであり、その目的とするところは、残留ガスの全圧
及び残留ガス成分の分圧のリアルタイム計測により精密な残留ガスの分圧の時間変化が計
測ができると共に、大気圧レベルの低真空から超高真空まで広い圧力レンジで動作し、汚
れに強く、繰り返しの排気過程に用いても安定して稼働し、簡易かつ安価な構成で様々な
プロセスの真空装置に使用でき、しかも計測結果を自動診断処理することでユーザの能力
に依存せず真空の健全性の判断ができるインテリジェンス機能を備えた真空排気監視装置
を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２６】
　上記目的を達成するため、請求項１に記載の発明は、真空チャンバに真空容器を連設し
、または真空チャンバに設けた排気経路に真空容器を連設し、この真空容器内には電極に
より生じる気体放電で気体分子又は気体原子を励起して気体圧力に依存した強度の光を発
する冷陰極型の電離真空計である発光源を収納し、この発光源からの光を集光して波長成
分に分光する分光手段と、この分光手段により分光された光の複数の波長強度を別個に検
出し電気信号に変換する光センサである光検出手段と、気体成分に特有な光の波長の強度
と気体分圧との関係を表す感度を記憶したデータベースと、電気信号からデータベースに
記憶したデータに基づき気体分圧を計算するデータ処理手段と、真空容器内の気体全圧を
計測する低真空計と、を備え、分光手段は、発光源から発せられた光の一部をマスクする
スリットと、このスリットを通過した光をコリメートする集光レンズと、この集光レンズ
を透過した光をスペクトル状に分光するグレーティングを有し、光検出手段は、ＣＣＤ素
子又はＣＭＯＳ素子がピクセル状に２次元配列された受光部を備え、この受光部には、グ
レーティングで分光された光の像と、この光の像の周辺のマスク部分の像とが投影され、
光検出手段は、光の像と前記マスク部分の像とを同時に計測し、一方、気体分圧を計算す
るデータ処理の一部として、低真空計から計測された気体全圧又は電離真空計から計測さ
れた気体全圧を使用すると共に、感度を所定時間ごとに気体全圧に基づいて更新するよう
にした真空排気監視装置である。
【発明の効果】
【００２７】
　請求項１に記載の発明によると、全圧のみならず真空装置の残留気体成分の分圧の両方
の測定が可能で、低真空でも動作でき、繰り返しの排気過程に用いても安定性が極めて良
好であると共に、ユーザの能力に依らず真空環境の健全性を監視・診断することができる
などの顕著な効果を奏する。
　さらに具体的には、発光源としてプロセスプラズマを使用していないので、プロセスを
開始する前やバックグラウンド排気中、あるいはプラズマを使用しないプロセスの真空チ
ャンバの真空診断にも使用できると共に、測定対象である排気ガスそのものを発光させる
のでプロセスプラズマ特有のノイズが発生することがなく、高精度なプラズマ発光分析（
分圧計測）ができる。
　また、複数の波長強度を別個に検出し電気信号に変換する光センサである光検出手段を
備えたので、分光された所定の連続範囲内の光強度を、すべて同時に検出することができ
る。このため、離散的に少数の特定波長の光強度しか検出できない場合と比較して、気体
成分の特定能力、ひいては真空排気監視能力を大幅に向上させることができる。
　さらに、データベースとデータ処理手段を備えたから、監視データの分析・解釈・判断
などが自動的かつ専門知識不要で実現され使用性が極めて高いと共に、監視能力の精密性
・客観性も担保される。
【００２８】
　また、冷陰極型の電離真空計は高い組立精度が要求されず簡易な構造であって使用性が
高いと共に、汚れに強くフィラメントが焼損することもないためメンテナンス性が高く、
しかも高周波電源と比較しても安価で調整もしやすい。
　また、気体の全圧真空計として機能することで、比較的高真空（１０Ｐａ程度以下）ま



(6) JP 6613402 B2 2019.12.4

10

20

30

40

50

で全圧測定が可能となる。排気の残留ガスの分圧計測と同時に排気の全圧計測ができれば
、この計測した全圧に基づき、データベースの感度を、所定のサイクルタイムで繰り返し
補正して分圧を再計算できるため、分圧計算の精度を極めて向上させることができると共
に、感度の経時変化にも対応できる。したがって、高精度な分圧計算に基づく高水準な真
空排気監視が実現できる。
【００２９】
　また、低真空計を備えたので、低真空領域（大気圧程度）においても、排気の全圧計測
ができる。したがって、真空チャンバの初期排気段階（荒引き段階）から高水準な真空排
気監視を開始することができる。
【００３０】
　また、冷陰極型電離真空計とクリスタル真空計を組み合わせて大気圧から超高真空まで
測定でき、しかもクリスタル真空計なので、熱伝導真空計と異なり発熱要素を有さないか
ら、大気圧近くにおいても安定して信頼性の高い測定が可能であると共に、安全性も高い
。
【００３１】
　また、気体成分に特有な光の波長は、発光強度がピーク状となるから強度検出が容易化
されると共に、気体成分ごとの波長の重複がほとんどなく１つ又は２つ以上の波長が適切
に選択されているから、広い強度範囲で高精度な気体分子又は気体原子の発光強度の計測
ができる。しかも、データの解析が不要であるばかりでなく、分圧測定結果から装置の状
態を知得できるので、極めて操作性がよい。
【００３２】
　また、真空監視装置の特性に由来する測定値との比較に基づいて真空状態を判断するよ
うにしたので、信頼性の高い高水準な真空チャンバの異常診断が実現できる。
【００３３】
　また、理論値との比較に基づいて真空状態を判断するようにしたので処理が簡易化され
ると共に、グラフ上で直線状の理論値との剥離を観測することで迅速な異常診断が実現で
きる。
【００３４】
　また、分光手段を集光レンズ、真空窓、スリット、グレーティングから構成したので、
これらを実施に応じて適切に選択及び配置することにより、プラズマ光の採光や集光効率
を最適化することができる。また、光検出手段をＣＣＤ又はＣＭＯＳアレイから構成した
ので、コンパクトで安価な構成により、連続波長範囲内の光強度を高い波長解像度で安定
してリアルタイム計測することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明における真空排気監視装置の一例を示した概略図である。
【図２】図１に示す本発明の真空容器の構造を説明した説明図である。
【図３】（イ）は本発明の分光手段と光検出手段の配置関係の一例を示した説明図であり
、（ロ）は（イ）の矢視Ａによるスリットを模式的に示し、（ハ）は（イ）の矢視Ｂによ
る分光像が投影された光検出手段の受光部を模式的に示している。
【図４】残留ガスの全圧と成分ごとの分圧の時間変化を示した出力画面例の説明図である
。
【図５】本発明の真空排気監視装置による真空チャンバの異常診断アルゴリズムの概略を
示したフローチャート図である。
【図６】全圧の排気曲線を示したグラフ図である。
【図７】図５の要部を拡大した一例を示したグラフ図である。
【図８】酸素と窒素の分圧の時間変化を示した棒グラフ図である。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　以下、本発明の真空排気監視装置の好ましい実施形態の一例を詳細に説明する。図１は
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、本発明の真空排気監視装置の概略図である。真空チャンバ１は真空装置の一部であり、
真空装置として例えばスパッタリング装置や、ＰＶＤ装置、ＣＶＤ装置などの成膜装置、
若しくはアッシング装置やドライエッチング装置などの電子デバイスの製造装置が挙げら
れるが、内部に真空チャンバを有する装置であれば特に制限されない。
【００３７】
　真空チャンバ１には排気経路４が設けられ、この排気経路４には真空ポンプ２が設けら
れており、真空ポンプ２の真空引きにより真空チャンバ１が真空となっていく。真空ポン
プ２もロータリーポンプ、ターボ分子ポンプなど挙げられるが、特に制限はなく、使用状
況に応じて大気圧から極高真空まで広い圧力範囲の真空引きに使用される真空ポンプであ
る。
【００３８】
　真空容器３は、真空チャンバ１の筐体に連設されるか、又は排気経路４に連設される。
真空チャンバ１に直接連設した場合は、真空容器３内部に真空チャンバ１の真空が反映さ
れやすいため、真空排気監視装置の構成として好適である。
【００３９】
　図２は、図１における真空容器３の構造を説明した説明図である。真空容器３は、内部
に発光源５が収納され、発光源５からの光を透過する真空窓２０が側壁の一部に設けられ
、大気側から分光計測できるようになっており、このような機能を発揮できれば、その構
成（材質・形状・大きさなど）は特に制限されない。本実施形態では真空容器３は筒状に
形成され、その側面に直角方向に枝管７が設けられている。真空容器３内部は、枝管７を
介して真空チャンバ１内部又は排気経路４内部と連通している。
【００４０】
　図２に示すように、真空チャンバ１又は排気経路４には、真空容器３を連設するための
連設手段が適宜設けられており、本実施形態では真空チャンバ１又は排気経路４から突設
した枝管にフランジ８が設けられている。このフランジ８に対応して真空容器３にも連設
手段が適宜設けられており、本実施形態では枝管７にフランジ９が設けられている。これ
らフランジ８、９はシール部材などを用いて気密に連設される。このため、真空容器３内
部は外部に対して気密となって真空チャンバ１内部又は排気経路４内部と連通した真空が
形成される。
【００４１】
　図２に示すように、真空容器３内部の一端側には、発光源５が収納されている。発光源
５は、真空容器３内部に外部の大気側から分光計測可能な光であって、電極により生じる
気体放電で気体分子又は気体原子を励起して気体圧力に依存した強度の光を発する発光源
である。また発光源５において、気体の全圧を測定することができれば、さらに好適であ
る。このため、本実施形態における発光源５は、プラズマ光を発光する発光源を有し、か
つ気体の全圧計測も可能な冷陰極型電離真空計の発光源を使用している。
【００４２】
　図２に示すように、発光源５を発生させる冷陰極型電離真空計は陰極１０と陽極１１を
有し、これらの間に放電空間１２を形成するように配置され、自己放電により真空容器３
内部の気体の電離を誘発してプラズマを発生させ、このプラズマの発光が発光源５となる
。また、気体の放電を促進する磁性手段１３と、気体全圧の測定圧力範囲を補う低真空計
１４も備えている。冷陰極型として電場と磁場が平行なペニング型、電場と磁場が直交す
るマグネトロン型、逆マグネトロン型などが知られており、実施に応じて形式は適宜選択
されるが、本実施形態では、電子のトラップ効率が高く高真空領域においても安定した放
電が持続可能な逆マグネトロン型を採用している。
【００４３】
　陰極１０は、略円筒状ないしは略管状を呈した金属部材のコールドカソード電極であり
、本実施形態では底面部を有する測定子容器として真空容器３の側壁の一部となっている
。陰極１０の内周面に包囲された空間が、放電空間１２となる。なお、陰極１０の内周面
に電極保護部材を設けたり、放電特性を改善する点火補助具を設けるなどしてもよい。
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【００４４】
　陽極１１は、棒状を呈したアノード電極であり、その一端部側が絶縁部材を介して陰極
１０の底面部に気密に固定され、陰極１０の中心軸上に位置するように放電空間１２内に
配設されている。陽極１１の固定側は、所定の電圧を陽極１０に印加する電源１５や、放
電電流を計測する放電電流メータ１６などを有する動作回路（不図示）に接続され、接地
されている。絶縁部材は、真空容器３内の真空環境に好適なテフロン（登録商標）、セラ
ミックなどの誘電体絶縁破壊強度を備える材料で形成される。
【００４５】
　磁性手段１３は、放電空間１２に磁場を発生させ電圧印加による陰極１０からの放出電
子の飛行を放電空間１２内で持続させて気体の電離を促進する手段であり、その構成は実
施に応じて適宜選択されるが、本実施形態では、陰極１０の外周側（大気側）をリング状
に包囲するように取付けられるマグネットとなっている。このマグネットは、フェライト
磁石などの永久磁石であれば好適である。
【００４６】
　低真空計１４は、発光源５の近傍に備えられている。上記のように本実施形態では、気
体全圧の測定は、発光源５を発生させる冷陰極型電離真空計により計測されるため、高真
空領域の全圧測定に制限される。広範囲な圧力領域で気体の全圧計測が必要となる場合（
例えば半導体製造装置では１０－４～１０３Ｐａ程度の範囲）は、真空計として互いに異
なる測定範囲の複数の真空計を備え、必要に応じて所望の真空計の出力を選択できるよう
に組み合わせて構成する必要があり、低真空計１４は、低真空領域における気体の全圧測
定を担う。また、所定の制御器１７に接続されており、過渡域における自動切り替えや、
飛越しやヒステリシス効果が発生しないような出力補正もされうる。
【００４７】
　低真空計１４は低真空領域の気体全圧計測ができれば特に制限はないが、本実施形態で
はクリスタル真空計を使用しており、図示していないが、陽極１１の根元部分に、音叉形
に構成された水晶振動子が真空容器３内の気体を感知できるように組込まれて固定されて
いる。クリスタル真空計は、原理的に熱源を有さないため高濃度酸素やオゾンなどの爆発
性ガスにも安全に使用できると共に、大気圧においても安定して高精度な測定が可能であ
るため、低真空計（荒引き真空計）としてとくに好適である。
【００４８】
　真空窓２０は、真空容器３の側壁に気密に設けられ、真空側である発光源５からの計測
対象となる波長のプラズマ光を外部の大気側へ透過させ、このプラズマ光を外部に設けら
れている光検出手段２６で検出できるようにしている。真空窓２０は、例えば単結晶アル
ミナ（サファイア）、水晶（溶融シリカ）などを材料として、透過するプラズマ光の散乱
の低減や、表面付着物を抑制するような表面処理（フレーム研磨、ラッピング、削磨など
）が施されうる。
【００４９】
　図３（イ）は、本発明の分光手段及び光検出手段を示している。分光手段は、発光源５
からの光を集光して波長ごとの光に分光する手段である。光検出手段は、分光手段により
分光された光の複数の波長強度を別個に検出し電気信号に変換する光センサである。本実
施形態においては、分光手段は、真空窓２０、集光レンズ２１、２２、収束レンズ２３、
スリット２４、グレーティング２５から構成され、光検出手段は、ピクセル状に配置され
た光電変換素子（ＣＣＤ素子又はＣＭＯＳ素子）から構成されている。
【００５０】
　集光レンズ２１、２２は所定の精度で光をコリメートし、収束レンズ２３は、所定の精
度で焦点に光を結像させる。スリット２４は、光を所定領域に制限する集光領域限定手段
であり、本実施形態では、図３（ロ）に示すように円板状の素材に中心に対照的に開口し
た細長い長方形２４０が形成されており、この長方形２４０を光が通過し、その他の部分
で光をマスクするようになっている。長方形２４０の幅は、波長分解能やスループットな
どを考慮して適宜選択される。本実施形態の長方形２４０のサイズは１５０μｍ×２．９
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ｍｍである。グレーティング２５は、光を所定の波長成分ごとに分光する手段であり、特
に制限されないが、本実施形態では、透過回析格子を使用している。
【００５１】
　図３（イ）に示すように、本実施形態の分光手段及び光検出手段の配置関係は、発光源
５側（図３の左側）から順に集光レンズ２１、収束レンズ２３、真空窓２０、スリット２
４、集光レンズ２２、グレーティング２５が配置され、光検出手段２６（図３の右端）へ
プラズマ光が照射されるようになっている。真空窓２０より左側は真空側（真空容器３内
部）であり、真空窓２０より右側は大気側（真空容器３外部）である。同図に示すように
集光レンズ２１を発光源５の隣近傍に配置すると、広い円錐角度で発光源５の光を集光で
きるため好適である。なお、この配置関係の一部として、真空窓２０、集光レンズ２１、
収束レンズ２３、スリット２４は、図２にも示されている。
【００５２】
　分光手段及び光検出手段の配置関係は、同図に示す配置関係に限らず、実施に応じて適
宜変更できる。例えば図示していないが、真空側である真空容器３内部には発光源５の隣
近傍にスリットのみを配置し、大気側である真空窓２０外部に集光レンズ、収束レンズ、
グレーティングを適宜配置してもよい。また、グレーティング２５と光検出手段２６との
間に収束レンズをさらに設け、光検出手段２６に波長ごとの光が集光されやすくなるよう
にするなど、レンズ、スリット、グレーティングの配置数を適宜増減させることもできる
。さらに、分光手段及び光検出手段をすべて真空側（真空容器３内部）に設け、真空窓２
０を設けないように構成してもよい。
【００５３】
　光検出手段２６は、グレーティング２５で波長ごとに分光された光を受光できるように
、少なくともスリット２４の長方形２４０の短辺方向（波長方向）と同じ方向に向けてＣ
ＣＤ素子、ＣＭＯＳ素子などの光電変換素子が配列された受光部を備えたリニアアレイイ
メージセンサ（１次元イメージセンサ）、又は長方形２４０の長辺方向にも配列されたエ
リアアレイイメージセンサ（２次元イメージセンサ）である。このようなイメージセンサ
を光検出手段２６に使用することで、波長ごとの光を別個にリアルタイムで計測すること
ができる。受光部の素子がエリアアレイ（２次元配列）の場合、図３（ハ）に示すように
、スリット２４の長方形２４０の長辺方向と同程度の高さと、分光される波長範囲に対応
した所定の幅を有する矩形状の長方形２４０の像２６０が投影される。この像２６０の外
縁部分は、スリット２４でマスクされたマスク部分の像に対応している。長方形２４０周
辺のマスク部分の像をもリアルタイムにバックグラウンドとして測定するため、受光部の
大きさは、像２６０より大きくなるように設けられる。
【００５４】
　本発明のデータベース（不図示）には、気体成分に特有な光の波長の強度（光検出手段
２６の受光部で計測された光強度）と、気体分圧との関係を表す感度が記憶される。この
感度は、種々の要因（気体成分、波長、時間など）に依存して変化し得るので、計測した
光強度を正確な圧力に対応させる感度を使用できるようにするため、データベースにおい
ては、単なる定数としてでなく、依存する各要因に応じた変数として適切に管理される必
要があると共に、素子や装置に固有の値なので、予め本発明の真空排気監視装置を使用し
た実験に基づく実測値を得ておく必要がある。
【００５５】
　本実施形態では、この感度は、気体成分ごと、及びその気体成分に特有の波長ごとに記
憶・管理される。その上で、光強度と圧力の数値対応表、又は光強度と圧力の適当な関数
として記憶・管理される。
【００５６】
　具体的には、光強度と圧力の数値対応表としての感度は、以下のようにしてデータベー
スに構成される。なお後述するように、この感度は実際の分圧計算のプロセスにおいても
所定のサイクルタイムで順次更新される。
１．本発明の真空容器３に単一成分の気体（気体成分）を流入し一定の圧力に保つ
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２．一定に保たれた真空容器３内の圧力を、校正済みの信頼できる別の真空計で計測する
３．上記２．と同時期に、発光源５の発光により本発明の光検出手段２６で計測範囲内の
すべての波長について、光強度を計測する
４．計測範囲内の波長から、その気体成分特有の波長を（１つ又は複数）適切に選択する
５．上記４．で選択された波長ごとに、光強度をデータベースに記憶する
６．上記１．において気体の圧力を変え、上記４．で選択されている全ての波長につき光
強度をデータベースに記憶する
　上記１．～６．のプロセスを繰り返すことで、特定の気体成分ごとに、その気体成分に
特有な光の波長として選択されている全ての波長について、特定の圧力における光強度の
数値対応がデータベースに記憶される。したがって、気体成分を変更し、気体成分ごとに
上記１．～６．のプロセスを繰り返せば、例えば、気体成分に特有な波長ごとに圧力ごと
に光強度が格納された数値対応のテーブルが、気体成分ごとに作成できる。
【００５７】
　また感度は、光強度と圧力の間の関数とすることもできる。すなわち光強度と圧力の間
に適当に見出した関数で近似してもよい。感度をこのような関数とした場合は、データベ
ースに記憶・管理されるデータ量が低減されデータ処理に好適である一方、良い近似精度
となるよう適切に選択する必要がある。
【００５８】
　データ処理手段（不図示）は、データベースの感度、光検出手段２６の計測する光強度
、冷陰極型電離真空計や低真空計１４からの全圧データに基づき、気体分圧の計算をする
データ処理がされる。また、真空容器３の異常診断やその結果をモニターに出力するなど
のデータ処理も行われる。その他、必要な処理も適宜実装され得る。これらのデータ処理
内容は後述する。
【００５９】
　次に、本発明の真空排気監視装置による気体成分の特定と、気体成分の分圧計算につい
て説明する。上述したように、本発明の真空排気監視装置は低真空計１４を備えているの
で、気体の分圧計測に基づく気体のモニタリングを、排気初期の荒引段階の早い時期から
開始することができる。
【００６０】
　まず、電源１５より陽極１１に所定の直流高電圧（例えば＋２～＋３．５ｋＶ程度）を
印加すると、放電空間１２には、陽極１１から陰極１０へ向かう電場が発生すると共に、
陰極１０の電界放出や自然放射線等により放電空間１２に飛行電子が発生する。この電子
は、飛行中に気体原子・分子と様々な態様で衝突し、非弾性衝突の場合は気体分子を電離
してイオン化する。また、磁性手段１３により電場と垂直な方向へ磁場が発生しているた
め、放電空間１２内の電子はローレンツ力により磁場の磁力線に巻付くように飛行し、放
電空間１２内での飛行が持続されて気体分子との衝突確率を高めることができる。また、
気体分子と弾性衝突したり、衝突することがなかった飛行電子は、陽極１１に到達する。
このようにして、所定条件の下では、陰極１０と陽極１１との間の放電空間１２にプラズ
マ状態の放電が維持される。
【００６１】
　この放電の持続中に、陽極１１で電子を収集し、その電流値を放電電流メータ１６で計
測する。理論的に放電電流値と気体圧力は相関（比例関係）するので、この放電電流値か
ら、気体の全圧を計測することができる。
【００６２】
　また、放電電流強度と気体の圧力との関連が弱まり電極で全圧計測が困難となる低真空
領域では、低真空計１４により気体の全圧計測をするようにしている。
【００６３】
　一方で、電子と気体原子・分子の衝突により、気体原子・分子の主として最外殻の電子
が高準位に励起された場合は、励起した電子が安定した低準位の軌道へ弛緩する際に、準
位間のエネルギー差に対応した振動数の光子を放出することで、原子・分子（気体成分）
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に特有な波長を有する発光が生じる。このような電子遷移は様々な準位間で生じ得る。こ
の発光強度の波長分布は（価電子）電子スペクトルなどと呼ばれ、主として可視光範囲内
の波長範囲で計測され、原子・分子に特有なパターンとして不規則な間隔で輝線・帯線が
並んだスペクトル状の分布となる。なお分子の場合は、主として赤外線領域で分子の振動
準位による振動スペクトルや回転準位による回転スペクトルなどの微細構造も重なり合い
スペクトルがさらに複雑化する。図２、３では、この発光による発光源５を示している。
【００６４】
　また電子スペクトルの光強度は光子量と相関し、光子量は気体成分の物質量に相関し、
気体成分の物質量は気体の圧力に相関するから、電子スペクトルの光強度は、気体成分の
圧力に依存しているので、発光源５が発する光の強度は気体成分の圧力に依存している。
【００６５】
　発光源５からの光は、本実施形態では図２を用いて上記したように、まず集光レンズ２
１で集光され、収束レンズ２３で真空窓２０を透過してスリット２４へ収束される。次い
で、図３に示したように、集光レンズ２２で集光され、グレーティング２５で分光されて
、光検出手段２６に投影される。透過回析格子であるグレーティング２５では、光の屈折
率の違いを利用して、集光レンズ２２でコリメートされたプラズマ光の入射角に対して、
連続的に波長ごと所定の回析角度方向へ光を透過して分光するので、光は波長方向（長方
形２４０短辺方向）に波長の大きさ順に整列して受光部に結像する。原子・分子（気体成
分）に特有なプラズマ光の光強度は、波長に対して離散的（ピーク状やバンド状）に分布
するため、受光部の結像は、図３（ロ）を用いて上述したように、波長方向にスペクトル
状の矩形像２６０となる。
【００６６】
　光検出手段２６の受光部には上記のように波長方向へ光電変換素子（ＣＣＤ素子、ＣＭ
ＯＳアレイなど）が並べられているので、受光部の波長に対応した位置に配置された素子
では受光した光子量に対応する電荷量が発生し、その電荷量は所定の光強度に対応した電
気信号へ変換されることで、波長方向へ連続的に波長ごとに光の強度を同時に検出するこ
とができる。
【００６７】
　一方で、気体成分ごとの波長に対する光強度の分布（電子スペクトル）は図示していな
いが、これらは種々の気体成分（原子スペクトルや種々の分子・分子断片のスペクトル）
固有の構造に基づいた気体成分ごとに特有なデータである。この気体成分ごとに特有であ
る光強度分布のデータから、気体成分に特有な光強度を示す特定の波長を気体成分ごとに
予め適切に選択しておき、その選択した波長を指標として検出光から気体成分が特定され
る。これらの波長は、なるべく他の気体成分について選択した波長と重複せず、かつ強度
が明瞭なピーク状になる波長であれば気体成分の特定に好適であり、１つの気体成分に対
して１つ以上選択される。また、これらの波長は、スペクトルデータベースなどにより従
来から知られている波長から適切に選択され、さらに実験で新たに見出された波長からも
適切に選択され得る。以下、具体的な原子・分子（気体成分）について、それぞれ好適な
波長を挙げる。
【００６８】
　酸素（Ｏ２）については、少なくとも７７７ｎｍ近辺、又は８４５ｎｍ近辺の波長のう
ち全部又は一部が選択される。
【００６９】
　窒素（Ｎ２）については、少なくとも４２４ｎｍ近辺、４６３ｎｍ近辺、７４７ｎｍ近
辺、又は７７６ｎｍ近辺の波長のうち全部又は一部が選択される。
【００７０】
　水蒸気（Ｈ２Ｏ）については、少なくとも３１０ｎｍ近辺、４８６ｎｍ近辺、６５６ｎ
ｍ近辺、７７７ｎｍ近辺、又は８４５ｎｍ近辺の波長のうち全部又は一部が選択される。
【００７１】
　ヘリウム（Ｈｅ）については、少なくとも５０２ｎｍ近辺、５８７ｎｍ近辺、５８７ｎ
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ｍ近辺、６６８ｎｍ近辺、又は７２８ｎｍ近辺の波長のうち全部又は一部が選択される。
【００７２】
　アルゴン（Ａｒ）については、少なくとも６９７ｎｍ近辺、７０６ｎｍ近辺、７３８ｎ
ｍ近辺、７５０ｎｍ近辺、７６４ｎｍ近辺、７７２ｎｍ近辺、７９５ｎｍ近辺、８１２ｎ
ｍ近辺、又は８４４ｎｍ近辺の波長のうち全部または一部が選択される。
【００７３】
　水素（Ｈ２）については、少なくとも４８６ｎｍ近辺、又は６５６ｎｍ近辺の波長のう
ち全部又は一部が選択される。
【００７４】
　一酸化炭素（ＣＯ）又は二酸化炭素（ＣＯ２）については、それぞれ少なくとも４１２
ｎｍ近辺、５１６ｎｍ近辺、７７７ｎｍ近辺、又は８４５ｎｍ近辺の波長のうち全部また
は一部が選択される。
【００７５】
　炭化水素系分子については、少なくとも４１２ｎｍ近辺、４８６ｎｍ近辺、５１６ｎｍ
近辺、又は６５６ｎｍ近辺の波長のうち全部または一部が選択される。
【００７６】
　光検出手段２６で波長方向へ連続的に波長ごとに同時に検出された光強度分布から、上
記の気体成分に特有な光の波長として選択されている波長の光強度を計測することで、気
体成分が特定される。
【００７７】
　次いで、データ処理手段においては、上記のようにして計測された光強度と、データベ
ースで記憶・管理されている感度とを対応させて、気体成分の分圧が計算される。この分
圧計算は、以下１．～７．のプロセスで行われる。
１．予め気体成分に特有な光の波長として選択されている波長（予めデータベースに記憶
されている気体成分ごとの波長と同じ）ごとに、光強度を計測する
２．データベースに記憶されている感度（数値対応表又は関数）を使用して、その波長の
（計測された）光強度に対応する圧力を、その気体成分の分圧とする（この際、選択され
ている波長が複数あり、それらの波長の（計測された）光強度に対応する圧力（気体成分
の分圧）が、測定誤差などにより波長ごとに異なっている場合は、それらの圧力を平均化
処理すれば、より精度の高い分圧が計算されるため好適である。また、信頼性の高い波長
についてウェイトを重くした重み付平均化処理であればさらに好適である。）
３．上記２．の分圧を、気体成分の全種類について得て、それらの和をとり全圧（計算値
）を得る
４．全圧真空計（低真空計１４又は発光源５を有する冷陰極電離真空計）で気体の全圧（
計測値）を得て、この全圧（計測値）と、上記３．で得た全圧（計算値）を比較する
５．上記４．で全圧（計測値）と全圧（計算値）が一致すれば、上記２．で得た分圧を、
気体成分の分圧として出力する
６．上記４．で全圧（計測値）と全圧（計算値）が一致しなければ、全圧（計算値）が全
圧（計測値）に一致するようにデータベースの感度を適宜補正する（以下、「全圧補正」
という。）
７．上記６．に続いて、全圧補正後の感度を使用して、上記２．（分圧の計算）の結果を
出力する
【００７８】
　上記の全圧補正では、例えば全圧（計測値）を全圧（計算値）で除算して比を得て、こ
の比を全圧（計算値）に使用された各気体成分の分圧に掛けて感度の圧力を更新する、な
どの処理がなされる。このように感度が更新されるので、感度（数値対応又は関数）の経
時変化にも対応できる。
【００７９】
　上記プロセス１．～７．は所定のサイクルタイム（例えば０．１秒～数秒程度）ごとに
処理されるので、気体成分ごとの分圧及び気体の全圧が所定時間ごとに（リアルタイムに
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）出力される。また、データベースの感度も、所定時間ごとに全圧（計測値）に基づいて
更新されるので、実測値に基づき感度の正確性を順次高めていくことができる。
【００８０】
　上記のように本実施形態では、種々の要因で変化し得る感度のパラメータとして、少な
くとも気体種、波長、圧力をカバーし、しかも経時変化も全圧の実測値に基づいた全圧補
正でカバーされる。したがって、高精度な分圧計算に基づく高水準な真空排気管理が実現
できる。
【００８１】
　図４は本発明の真空排気監視において、上記のようにして得られた分圧及び全圧の出力
画面例の説明図である。同図は圧力を対数表記した片対数グラフであり、冷陰極電離真空
計の放電開始時点（約５０Ｐａ、図４においてはｔ＝１．３ｍｉｎ程度の時点）から、気
体成分ごとの分圧と全圧の時間変化をリアルタイムで計測している。なお同図では、真空
排気に漏洩が発生した異常排気状態を示しており、真空引きの開始からおよそ１分を過ぎ
たあたりで圧力の下がりが停まり、空気成分（窒素＋酸素）が計測され分圧のほとんどを
占めている。さらにおよそ３分の時点でヘリウムを吹き付けてリークテストを行ったとこ
ろ空気に代わりヘリウムが上昇し、リーク箇所の特定ができたことを示す。その後およそ
５分の時点で漏洩を止めた後には空気成分が減少し全圧も下がっている。このように、本
発明の真空排気監視では、真空の漏洩の有無に加えて、成分分析に基づく異常診断が可能
であるから、高水準な真空排気の管理が実現される。
【００８２】
　続いて、本発明の真空排気監視装置による真空の異常診断について説明する。図５は、
データ処理手段における異常診断の概略を説明したフローチャート図である。
【００８３】
　同図に示すように、本発明では、予め本発明の真空排気監視装置を使用して正常排気時
の全圧及び気体成分ごとの分圧のそれぞれの圧力の時間変化を計測し、それらの正常時の
圧力の時間変化を含む所定範囲の圧力の時間変化を正常時データ範囲として設定し、それ
らをデータベースに記憶しておく。そしてデータ処理手段において、実際の真空排気監視
に使用して計測された排気の全圧データ又は気体成分ごとの分圧データを、データ処理手
段により所定の時間ごとにそれぞれ正常時データ範囲と比較し、これら全圧データ又は分
圧データが正常時データ範囲の範囲外であれば異常警報を出力するようにしている。
【００８４】
　このように本発明の異常診断では、全圧の異常診断と、気体成分ごとの分圧の異常判断
とを並列的に、しかも所定時間ごとに繰り返し処理するため、高精度な真空状態のモニタ
リングと迅速な異常判断及び異常原因の特定が実現できる。また、装置の特性が反映され
た実際の実験データである正常時データに基づき異常・正常を判断するため、異常診断の
正確性・信頼性を高めることができる。
【００８５】
　ステップＳ１では気体の全圧を測定し、ステップＳ２ではこの計測値と正常時データ範
囲とを比較している。正常時データ範囲とは、例えば漏洩や内壁への気体の付着などがな
いなど、所定の基準状態にある真空チャンバ１に対して所定の真空ポンプ２で真空引きし
た際に、本発明の真空排気監視装置で計測された全圧に対して、その計測全圧値を含む所
定範囲の圧力を設定したものであり、実施に応じて適宜設定される。ステップＳ３では計
測全圧の異常判断がなされ、所定時間ごとに計測される計測全圧が正常時データ範囲内で
あれば正常判定とし、正常時データ範囲外であれば異常判定としてステップＳ４の異常表
示へ処理を進めるようにしている。
【００８６】
　気体の分圧でも同様に、ステップＳＡ１、ＳＢ１、ＳＣ１では、それぞれ単一の気体種
Ａ、Ｂ、Ｃについて分圧を計測している。気体種はこれらＡ、Ｂ、Ｃの３種に限られず、
実施に応じて適宜増減される。ステップＳＡ２、ＳＢ２、ＳＣ２では、前述の全圧補正が
なされる。次いで、ステップＳＡ３、ＳＢ３、ＳＣ３において正常時データ範囲との比較
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がなされ、ステップＳＡ４、ＳＢ４、ＳＣ４においては計測分圧の異常判断がなされ、正
常時データ範囲内であれば正常判定とし、正常時データ範囲外であれば異常判定としてス
テップＳＡ５、ＳＢ５、ＳＣ５の異常表示が出力されるようになっている。
【００８７】
　図５に示すように、これらの処理は気体種ごと並列的に処理される。このため、上記の
異常表示ステップでモニタに出力される異常表示は、単なる異常を知らせるアラーム表示
のみならず、異常判定の起きた気体成分やそれらの組み合わせにより、予めプログラムさ
れた所定の内容（例えば窒素、酸素に異常判定があった場合は、”漏れの可能性がありま
す”といった内容）から診断結果に応じて適宜選択された異常表示とすることができる。
したがって、高精度な真空排気監視ができる。
【００８８】
　真空排気が異常となる場合（計測データが正常時データ範囲外となる場合）の原因とし
て、例えば、大気圧の漏洩や透過、水蒸気や油脂等による汚れによる吸着成分の過多、通
常は真空チャンバ内に存在しない物質成分の存在などが挙げられる。本発明の異常診断で
は、上記のように気体成分ごとの精密な監視に基づき、様々な排気異常の異常原因の診断
が可能である。
【００８９】
　全圧の時間変化のモニタリングにおいて、正常時データとして実験データ（実測値）の
代わりに理論値を使用してもよい。この場合は以下に示すように、理論値として数１、２
が使用される。数１は、真空チャンバのような一定体積の密閉空間から排気速度Ｓで真空
引きした際の、内部の全圧の時間変化を示す方程式（排気曲線）である。数２は、数１の
右辺第２項を示している。
【００９０】
【数１】

【００９１】
【数２】

【００９２】
　図６は、数１で示される排気曲線を両対数グラフにより現したものである。横軸目盛り
は時間ｔ（分）のｌｏｇｔ（ｍｉｎ）、縦軸目盛りは圧力Ｐ（Ｐａ）のｌｏｇＰ（Ｐａ）
であり、τは所定のパラメータである。排気曲線Ｐ（ｔ）は、理論的には数１右辺の左か
ら第１項、第２項、第３項の３つの項の和で表わされ、データベースに予め記憶されてい
る。同図では、３つのτ１、τ２、τ３について排気曲線を例示しており、領域α、領域
β、領域γは、横軸（時間軸）における第１項、第２項、第３項のそれぞれの支配領域を
大まかに示している。
【００９３】
　数１右辺第１項は、真空チャンバ内の、真空引き前から気化していた気体成分による圧
力に対応している。第１項は指数関数的に減衰するので、同図に示すように、領域αにお
いては圧力Ｐ（ｔ）への寄与が支配的であるが、時間の経過と共に領域αから領域βへ移
る附近で急速に減少し、領域βにおいてはほとんど無視できる項となる。
【００９４】
　数１右辺第２項は、水蒸気や揮発性の油分など真空チャンバ内の内壁に吸着していた吸
着成分が真空引き開始後に真空が良くなってくるに従い順次脱離してくる脱離ガスによる
圧力に対応している。この第２項は、理論的には数２に示したようにｔのべき乗（－１）
に比例した形で表わされる。このため第２項は、両対数グラフにおいては降下する直線（
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傾き４５度）で表わされる。従って、第１項からの寄与が無視できる領域βにおいては、
第２項からの寄与が支配的となり、排気曲線Ｐ（ｔ）は降下する直線で示される。
【００９５】
　数１右辺第３項は、真空チャンバや排気経路などに発生している漏洩や透過に起因した
圧力に対応している。この圧力は時間に対して殆ど一定の値であり第３項は定数とみなさ
れる。従っていくら長時間を掛けてもこの圧力以下への真空引きが不可能となる。図６の
排気曲線は、この第３項が無視できない程度に大きい異常排気時の排気曲線を示しており
、第２項からの寄与が無視できる領域γにおいては、第３項からの寄与が支配的となり、
排気曲線Ｐ（ｔ）は水平線状で示される。
【００９６】
　真空排気が異常時の排気曲線の軌跡は、異常の原因に応じた特有のパターンを描くため
、計測される全圧の排気曲線の軌跡を正常時の場合の排気曲線の軌跡と比較することで、
迅速な異常の有無の検出と共に、様々な異常の原因を特定することができる。
【００９７】
　例えば漏洩や透過の値が正常時に比べて大きい排気異常時の場合では、第３項で示され
る定数部分の水平線は正常時に比べて大きくなり、圧力が４５度の直線にしたがって降下
する領域βから圧力が一定となる領域γに移行する時間が正常時に比べて早くなる。すな
わちグラフ上の排気曲線Ｐ（ｔ）の傾きが正常時に比べて早めに寝てくることになる。こ
のため、通常の排気時間オーダーを示した図６では領域βと領域γの境界が現れ、この境
界付近では両領域の排気曲線が下に凸状となった曲線で連結されている。円Ｃは、このよ
うに曲線が４５度の傾きの直線から次第に剥離してくる排気曲線の部分を示している。
【００９８】
　一方で、正常排気時では、この第３項は装置の要求到達圧力に対して十分に小さいため
事実上問題とならず、通常プロセスを開始するまでの排気時間（数１００分まで）の範囲
では、排気曲線Ｐ（ｔ）は時間経過と共に傾き４５度の直線で降下していく。このため、
正常排気時の排気曲線は、図６に示す排気曲線と異なり、領域βと領域γの境界が現れず
、領域βから領域γへと連続的に降下する直線状に現れる。
【００９９】
　図７は、この場合の排気曲線Ｐ（ｔ）の一例について、このような領域βと領域γの境
界付近を拡大したグラフ図である。円Ｃは、図６と同様である。線Ｗは、水蒸気などの脱
離ガスによる分圧の一例（数１の第２項）を示しており、同図においては４５度に降下す
る直線である。線Ｎは、正常排気時における排気曲線の一部を示しており、この場合は、
数１の第３項は装置の要求性能に比べて十分小さいので第２項からの寄与が支配的となる
領域βから第３項からの寄与が支配的となる領域γへ移行するのは十分に長い時間の後で
ある。このため同図では線Ｎは、線Ｗと同様に降下する直線状に現れている。なお、Ｔ１

、Ｔ２、Ｔ３は、それぞれ所定のＴ１＜Ｔ２＜Ｔ３となる３時点の時間を示している。
【０１００】
　線Ａは、漏洩や透過による異常排気時における排気曲線の一部を示しており、この場合
は、数１の第３項が正常時と異なり装置の要求仕様に対して無視できない大きさとなって
いるため、上記したように、第２項が支配する直線状に降下する領域βから第３項が支配
する領域γへの移行が正常時に比べて早く起こる。そのためにグラフ上では同図に示すよ
うに、時間経過とともに線Ａは線Ｎより上側に乖離するように分岐する。
【０１０１】
　このように、理論値を使用した本発明の全圧監視による異常診断では、真空排気に漏洩
や透過による異常が生じている場合は、時間経過と共に排気曲線が正常排気時の排気曲線
から分岐（剥離）していくことに着目している。すなわち、正常排気時の排気曲線（図７
では線Ｎ）に対する所定の圧力範囲を正常時データとして設定してデータベースに予め記
憶しておき、データ処理手段において、この正常時データと計測した実際の全圧を比較し
、異常がある場合は時間経過と共にグラフ上で排気曲線が分岐（剥離）していくので（図
７では線Ａ）、その分岐（剥離）を迅速に捉え、計測値が正常時データ範囲外となった場
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合は異常警報を出力するようにしている。理論値を使用した場合は、実験データの収集工
程が省略されると共に、迅速な異常検知が実現され（図７では一例として約１０分である
）、排気曲線の分岐（剥離）の計測なので処理が簡略化されデータ処理に好適である。
【０１０２】
　図８は、気体成分として窒素、酸素、水蒸気、及び炭化水素の４成分について、それぞ
れの分圧計測値を所定の３時点Ｔ１、Ｔ２、Ｔ３（図７のＴ１、Ｔ２、Ｔ３とそれぞれ対
応している）につき棒グラフとした時間経過の一例であり、真空排気が正常時の場合と漏
洩や透過による異常時の場合とを示している。
【０１０３】
　図示するように時間Ｔ１においては、正常時と異常時の分圧に差異がない。時間Ｔ２に
おいては、正常時では真空引きにより窒素と酸素が計測範囲外まで減少しているが、異常
時では窒素と酸素の分圧が残存して計測されていると共に、正常時と異常時の水蒸気の分
圧及び正常時と異常時の炭化水素の分圧にはほとんど差異が認められない。これらの点は
、時間Ｔ３においても同様である。また、異常時の時間Ｔ２と時間Ｔ３のそれぞれの窒素
と酸素の分圧にほとんど変化が認められない。
【０１０４】
　これは、これら４成分において、水蒸気と炭化水素の分圧については、それぞれ吸着分
が真空引きの時間経過に伴い脱離してくる脱離ガスの分圧（数１の第２項に相当する）と
なっているので、正常時と異常時の時間変化に差異が出ないことによる。また一方で、窒
素と酸素の分圧については、異常時、すなわち真空に漏洩があり所定圧力以下への真空引
きができなくなっている場合は、透過ガスの分圧（数１の第３項に相当する）となるため
、時間Ｔ２付近でそれぞれの分圧の下限値付近となった以降は減少することがなくなる。
このため、異常時では少なくとも時間Ｔ２、Ｔ３では、正常時では計測されていない窒素
と酸素の分圧が一定値付近で残存することになる。
【０１０５】
　上記のように、窒素と酸素の分圧計測によっても真空排気の漏洩や透過による排気異常
の診断ができる。図８では、窒素と酸素の分圧における正常時と異常時の差異が、少なく
とも時間Ｔ２において認められる。したがって少なくとも時間Ｔ２において正常時との比
較から異常検知が可能となる。図７に示すように、この時間Ｔ２は一例として（全圧計測
による場合と同様に）約１０分程度である。
【０１０６】
　また、上述したような漏洩や透過を原因とした排気異常時の場合のみならず、様々な異
常原因の特定が可能である。
【０１０７】
　真空チャンバ内壁への水蒸気の吸着が通常時より多く、そのため脱離ガスが増加して真
空排気が異常となっている場合は、図示していないが図８における時間Ｔ１、Ｔ２におい
て水蒸気の分圧が正常時に比較して異常に大きく現れると共に、その大きい値を維持しな
がら時間Ｔ３に推移する。このため、水蒸気の分圧の監視により、時間Ｔ１又はＴ２（排
気開始から早い経過時間）において水蒸気吸着の異常が検出できる。通常このような異常
時は、真空チャンバを加熱して吸着した水蒸気を追い出すベーキングが必要となる。
【０１０８】
　さらに水蒸気の吸着が多い異常時の排気曲線は、脱離ガス成分に対応する数１第２項が
正常時より大きいため、図示していないが図７の領域β及び領域γにおいて、正常時の排
気曲線である線Ｎを上方に平行移動したような軌跡となる。このため、この異常時の排気
曲線の正常時の排気曲線からのずれを監視することで、全圧監視による水蒸気吸着の異常
が迅速に検出できる。
【０１０９】
　上記の漏洩や透過による異常、水蒸気吸着の異常の場合と同様に、種々の異常原因の特
定が可能である。例えば、炭化水素の分圧を精密に監視し、正常時と比較して大きくなっ
ていることを検出することで、真空チャンバ内の油脂等による汚れの異常が迅速に診断可
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成分の分圧の検出による異常診断も可能である。
【０１１０】
　以上説明したように、本発明の真空容器は、真空チャンバ又は排気経路に着脱自在に連
設されるため取付け・取外しが容易で、排気の初期段階から監視が可能である。また、起
動後は自動的に気体の全圧及び気体成分ごとの分圧が高精度かつリアルタイムに計測され
、その計測データに基づいた自動的な異常診断が行われるインテリジェンス機能を備えた
ので、ユーザによらず簡単な操作で高水準な真空の健全性の監視・診断が実現できる。
【０１１１】
　更に、本発明は、前記実施の形態の記載に限定されるものではなく、本発明の特許請求
の範囲に記載されている発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の変更ができるものである。
【符号の説明】
【０１１２】
　１　真空チャンバ
　２　真空ポンプ
　３　真空容器
　４　排気経路
　５　発光源
　８、９　フランジ
　１０　陰極
　１１　陽極
　１２　放電空間
　１３　磁性手段
　１４　低真空計
　１６　放電電流メータ
　２０　真空窓
　２１、２２　集光レンズ
　２３　収束レンズ
　２４　スリット
　２５　グレーティング
　２６　光検出手段
　α、β、γ　時間領域
　Ｔ１、Ｔ２、Ｔ３　時間
　Ｎ　正常時の排気曲線
　Ａ　異常時の排気曲線
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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